
木造住宅 耐 震 支援制度のご案内

[写真 Y 令和U年能登半島地震で倒壊した木造住宅]

耐震に関する悩みや疑間について、 で壷型鬱証」回量できます。

G 詳細や申込方法については別添チラシをご覧ください。H

で皿重診断ゴ量けられ主主。G 現地調査Q～ R時間程度H

耐震改修にかかる費用の目安もわかります。

i 建豊i 望Y 重Y 塾墜盪Y ¥| だ Y ≦l 塑P金i 登二Y 生活用ください。

※墓亘の申請書又は右記のpqコードによ明葦単に壺̃込めま立。
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木造住宅耐震無料相談会支援制度①

耐震シエルター 防災ベッド

その他の世帯市民税が非課税である世帯

木造住宅耐震診断士派遣制度支援制度②

木造住宅耐震改修助成制度支援制度③

耐震シエルター等設置助成制度支援制度④

| | P由奇南

裏面の申請書を活用ください
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支援制度の対象
¥昭和TU年T月 RP日以前に
建てられたもの

・木造Q階建て以下
・住宅G 店舗等兼用含むH

・木造在来工法のもの

躁P戌
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第 P号様式 G 第 T条関係 H

コピーして御使用ください
※ こちらは②診断十派遣制度の申請書です。

③耐震改修助成制度、④耐震シェルター等設置助成制度に

関するお中込みについては、お電話にてお問合せください。

川崎市木造住宅耐震診断申請書
年 ? 月?? 日

G あ て先H り | P?崎?市?長

川崎市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の規定に基づく耐震診断を受けたいので、
同要綱第 T条第 P項に基づき、次のとおり申請します。

申請者

※ 所有者で
ない場合は
その関係を
チェックし
ブ¿ノ 手が キ
て ＼ Nヒ G ご

い 。

住所 G 必須H

丁

※ 原則 として、住民票に登録 されているもの
ふ りがな

氏名 G 必須H

電話 G 必須H G H

所有者 との関係
G 必須 H

□ 本人? □ 配偶者? □ 一親等の親族 G 続柄 Y ???H
□ 所有者から委任を受けた者 G 委任状を添付してくださいH

はコ≡主卜十」百日

建築物

建物所有者
G 必須 H ※ 申請者 と同一であれば記入不要です。

建物住所 G 必須H 川崎市??? 区 G 住居表示 H

建物所在地 G 注 H 川崎市??? 区 G 地番表示 H

家屋番号 G 注 H

G 注 H 建物所在地 。家屋番号について
は、固定資産税の納税通知書
G 右図参照H を御確認下さい。

不明の場合は未記入で も受付
可能です。
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対象建築物
チェック
リス ト

※ 右のすべ
てに該当す
る必要があ
ります。

建物用途 G 必須H

G いずれかにチェックH

□ 一戸建ての住宅? □ 兼用住宅? □ 長屋? □ 共同住宅

建築年月 日
G 必須 H

□ 昭和 TU年 G 西暦 PXWP年 H T月 RP日 以前に着工
G 対象外 Y上記以降に新築工事に着工H

新築 Y 昭和?? 年?? 増築 Y 昭和 N平成 N令和?? 年

規模・工法
G 必須 H

□ 木造 Q階建て以下で在来軸組工法
G 対象外 Y一部鉄骨造等の混構造 。Q× S工法・パネルエ法H

市への連絡事項がありましたら、こちらに御記入下さい。

¥Q♪こ

付
※ 中請は下記住所への郵送でも受付けています。
〒QPOL WTVV?川崎区宮本町 P番地?sdkY OSSL QOOL ROPV
まちづ くり局? 防災まちづ くり推進課? 耐震化支援担当
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